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【令和4年4月1日から休止となります】　当事業の助成対象である「流産検体を用いた染色体検査（令和3年3月31日厚生労働省告示第133号）」が令和4年4月1日から保険適用となるため，令和4年4月1日以降に実施した当該検査は，助成制度の対象から除外されます。令和4年3月31日までに実施された検査は対象になりますので，令和4年4月30日までに申請をしてください。




